
○加古川市文化財の保護に関する条例施行規則 

昭和37年５月８日 教育委員会規則第２号 

改正 平成元年２月15日 教委規則第１号 

改正 令和３年３月31日 教委規則第５号 

改正 令和６年３月29日 教委規則第８号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、加古川市文化財の保護に関する条例（昭和37年加古川市条例第

８号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（指定申請） 

第２条 条例第３条第２項の規定による指定を受けようとする者は、加古川市文化財

指定申請書（様式第１号）に写真及び位置説明図その他の必要と認められる書類を

添えて加古川市教育委員会（以下「教育委員会」という。）に提出しなければなら

ない。 

２ 条例第３条第２項及び第３項（これらの規定を条例第４条の３において準用する

場合を含む。）の規定に基づく同意書は、様式第２号による。 

（登録申請） 

第２条の２ 条例第４条の３の規定により読み替えて準用する条例第３条第２項の規 

定による登録を受けようとする者は、加古川市登録文化財登録申請書（様式第３号） 

に写真及び位置説明図その他の必要と認められる書類を添えて教育委員会に提出し

なければならない。 

（指定書） 

第３条 条例第３条第４項の規定による指定書は、様式第４号による。 

（登録書） 

第３条の２ 条例第４条の３の規定により読み替えて準用する条例第３条第４項の規

定による登録書は、様式第５号による。 

（指定書等の再交付） 

第４条 交付された指定書若しくは登録書等を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅



失し、若しくは破損した場合には、それらの再交付を申請することができる。 

２ 前項に規定する申請をしようとする者は、再交付申請書（様式第６号）を教育委

員会に提出しなければならない。この場合において、前項に規定する事実を証明す

るに足りる書類又は破損した指定書若しくは登録書を添えなければならない。 

（台帳） 

第５条 教育委員会は様式第７号による指定書の原簿及び様式第８号による登録書の

原簿を備える。 

（指定解除の通知） 

第６条 教育委員会は、条例第４条第２項の規定による指定の解除を行つた場合は、 

指定解除通知書（様式第９号）により通知するものとする。 

（登録抹消の通知） 

第７条 教育委員会は、条例第４条の３の規定により読み替えて準用する条例第４条 

第２項の規定による登録の抹消を行つた場合は、登録抹消通知書（様式第10号）に 

より通知するものとする。 

（滅失、き損等の届出） 

第８条 条例第12条第１項第１号の規定による届出は、加古川市指定文化財等滅失・

き損等届出書（様式第11号）により行わなければならない。 

２ 前項の届出がき損に係るものである場合は、当該き損の箇所を示す写真又は見取 

図を添えなければならない。 

（所有者等変更の届出） 

第９条 条例第12条第１項第２号又は第４号の規定による届出は、加古川市指定文化

財等所有者等変更届出書（様式第12号）により行わなければならない。 

（所在変更の届出） 

第10条 条例第12条第１項第３号の規定による届出は、加古川市指定文化財等所在場

所変更届出書（様式第13号）により行わなければならない。 

２ 条例第13条の規定による許可を受けた場合は、前項の届出を要しない。 

３ 条例第13条ただし書の規定により所在の場所を変更した場合は、変更した日から

20日以内に教育委員会に第１項の届出をしなければならない。この場合において、



復帰の予定年月日を付記しなければならない。 

（管理責任者選任等の届出） 

第11条 条例第12条第１項第５号の規定による届出は、加古川市指定文化財等管理責

任者選任（解任）届出書（様式第14号）により行わなければならない。 

（修理の届出） 

第12条 条例第12条第１項第６号の規定による届出は、加古川市指定文化財等修理届

出書（様式第15号）により行わなければならない。 

２ 前項の規定により届出を行つた者は、届出に係る修理が終了したときは、20日以

内にその結果を示す写真又は見取図を教育委員会に提出しなければならない。 

（修理の届出を要しない場合） 

第12条の２ 条例第12条第１項第６号ただし書の規定により修理の届出を要しない場

合は、次のとおりとする。 

（１）条例第７条の規定による勧告を受けて修理を行うとき。 

（２）条例第９条第２項の規定による補助金の交付を受けて修理を行うとき。 

（３）条例第13条の規定による現状変更の許可を受けて修理を行うとき。 

（現状変更等の許可の申請） 

第13条 条例第13条の規定による許可を受けようとする者は、加古川市指定文化財現

状変更等許可申請書（様式第16号）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 条例第13条の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し

たときはその旨を、これを終了したときは20日以内にその結果を示す写真又は見取

図を添えてその旨を教育委員会に報告しなければならない。 

（維持の措置） 

第13条の２ 条例第13条ただし書の規則で定める維持の措置は、次のとおりとする。 

（１）指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼ

すことなく当該指定文化財をその指定当時の原状（指定後において現状変更等の

許可を受けたものにあつては、当該現状変更等後の原状）に復すること。 

（２）指定文化財がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡

大を防止するため応急措置をすること。 



（３）指定文化財がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能で

ある場合において、当該部分を除去すること。 

（４）加古川市指定史跡名勝天然記念物の木竹が、災害、害虫等の被害により倒木の

恐れがあり、緊急の措置が必要と認められる場合において、当該木竹を伐採する

こと。 

（公開） 

第14条 所有者等又は管理責任者が指定文化財を自ら公開しようとするときは、公開

しようとする日前20日までに、加古川市指定文化財公開通知書（様式第17号）によ

る公開通知書を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 前項に規定する公開を終了したときは、加古川市指定文化財公開終了報告書（様

式第18号）による公開終了報告を20日以内に教育委員会に提出しなければならない。 

３ 条例第14条第１項の規定により公開する場合は、前２項の手続きを省くことがで

きる。 

（出品費用の範囲） 

第15条 条例第14条第２項の規定により市の負担とする費用の範囲は、次のとおりと

する。 

(１) 公開のための市指定有形文化財の移動に要する荷造費 

(２) 前号の移動に際し、教育委員会が必要と認めて当該指定有形文化財を運送保

険に付する場合は、その保険料 

(３) 公開のための施設及び設備に関する経費 

(４) 警備費 

（公開費負担申請） 

第16条 条例第14条第２項の規定により負担金の交付を受けようとする者は、加古川

市指定文化財公開費用負担金交付申請書（様式第19号）を公開しようとする日前20

日までに教育委員会に提出しなければならない。 

２ 前項の負担金の額の範囲は、出品の期間１カ月につき１件100円以上200円以下と

する。 

３ １カ月に満たない期間についての支給計算は、その期間を１カ月とする。 



（損失の補償） 

第17条 条例第14条第３項の規定により損失の補償を受けようとする者は、加古川市

指定文化財損失補償金請求書（様式第20号）による請求書を教育委員会に提出しな

ければならない。 

（補償の決定） 

第18条 教育委員会は、前条の請求書を受理したときは、審査のうえ補償を行うか否

かをすみやかに決定するものとする。 

２ 前項の規定により、補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払

いの方法及び時期その他必要な事項を請求者に通知するものとする。 

３ 第１項の規定により、補償を行わないことを決定したときは、理由を付して、そ

の旨を請求者に通知するものとする。 

（補償金額決定の基準） 

第19条 前項第２項に規定する補償金の額の決定は、特別の事情があるもののほか、

次の各号の一いずれかに掲げる金額を基準として行うものとする。 

(１) 市指定有形文化財が滅失した場合においては、当該指定有形文化財の時価に

相当する金額 

(２) 市指定有形文化財が、き損した場合は、修理費に当該指定有形文化財のき損

前の時価と修理後の時価との差額とを加えた額に相当する金額（き損の状況によ

りこれを修理することが不適当又は不可能であると認められるときは、き損前の

時価とき損後の時価との差額に相当する金額） 

２ 教育委員会は、前項の基準により定めた補償金の額が、当該滅失又はき損により

通常生ずべき損失を補償するに足らないと認めるときは、その額を超えて補償金の

額を定めることができる。 

（指定等の基準） 

第20条 条例の規定による指定及び登録の基準については、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年５月１日から適用する。 

附 則（平成元年２月15日教委規則第１号） 



この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日教委規則第５号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月29日教委規則第８号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に提出され、交付され、又は備えているこの規則による改

正前の加古川市文化財の保護に関する条例施行規則の様式により使用されている書

類は、この規則による改正後の加古川市文化財の保護に関する条例施行規則の様式

によるものとみなす。 

 

様式第１号から様式第20号まで 〔省略〕 


